
 
 

平成２２年３月２９日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川下流河川事務所 

 

お 知 ら せ 

 

１ ． 件   名 長 良 川 左 岸 9 . 4 k （ 下 坂 手 地 区 ） の 不 法 係 留 船 が

す べ て 撤 去 さ れ ま し た 。  

 

２ ． 概   要  長 良 川 左 岸 9.4k 付 近 （桑 名 市 長 島 町 大 字 下 坂 手 地 先 ）において不

法 係 留 船 対 策 を進 めてまいりましたが、本 日 、全 船 舶 及 び工 作 物 の

撤 去 を確 認 しました。 

下 坂 手 地 区 では、３月 ９日 ～１５日 に簡 易 代 執 行 を実 施 し、所 有 者

不 明 の船 舶 ３２隻 ・船 台 １台 を撤 去 、残 りは所 有 者 の判 明 している船

舶 ４隻 ・桟 橋 １台 となっておりましたが、３月 ２６日 に２回 目 の指 示 書 を

交 付 するなど、撤 去 指 導 を続 けた結 果 、３月 ２９日 までに全 て自 主 撤

去 されました。 

今 後 は再 係 留 防 止 に努 めるとともに引 き続 き管 内 全 体 の不 法 係 留

船 対 策 を進 めてまいります。 

 

３．経   緯 

H21.9 .14 下 坂 手 地 区 船 舶 詳 細 調 査 を実 施 ８５隻 の不 法 係 留 船 を確 認  

H21.10.8 台 風 １８号 により３隻 が沈 没 ・ 

浸 水  

これ以 上 、放 置 することは適 正 な河 川 管

理 を 行 う う え で 支 障 が 大 き い と 判 断 し 、

強 制 撤 去 も視 野 に入 れ、指 導 を強 化  

H22.1 .25 河 川 法 第 ７５条 第 ３項 に基 づく公

告 を実 施  

対 象 ：船 舶 ３８隻 ・船 台 ４台  

（撤 去 期 限 ：２月 ２４日 ） 

H22.1 .25 河 川 法 第 ７７条 第 １項 に基 づく指

示 書 の交 付 （第 １回 ） 

対 象 ： 船 舶 ４ ４ 隻 ・ 船 台 １ 台 ・ 桟 橋 １ 基

（撤 去 期 限 ：２月 ２４日 ） 

H22.3 .9～15 簡 易 代 執 行 の実 施  船 舶 ３２隻 ・船 台 １台 を撤 去 ・保 管  

H22.3 .26 河 川 法 第 ７７条 第 １項 に基 づく指

示 書 の交 付 （第 ２回 ） 

対 象 ：船 舶 ３隻 、桟 橋 １台  

（撤 去 期 限 ：４月 ２５日 ） 

H22.3 .29 全 船 舶 、工 作 物 の撤 去 を確 認  下 坂 手 地 区 における不 法 係 留 船 対 策 の

終 了  

 

４．配 付 資 料  (１)現 況 写 真   (２)平 面 図  

 

５．解    禁 指 定 なし 

 

６．配  布  先 三 重 県 政 記 者 クラブ、桑 名 記 者 クラブ、津 島 記 者 クラブ、大 垣 記 者 クラブ 

 

７．問 い合わせ先 国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局  木 曽 川 下 流 河 川 事 務 所  

 占 用 調 整 課 長  山 田  裕 代  

 占 用 調 整 指 導 官  田 中  勝 博  

 TEL 0594-24-5718（AM8:30～PM5:15） 

NEWS RELEASE 



全船舶撤去後の状況（３月２９日）

全景（堤防から撮影）

本日の状況及び再係留防止策３月１５日の状況

本日の状況及び再係留防止策

再係留防止策の実施

暫定の措置として、川側はオイル
フェンスを設置し、堤防側はトラロー
プで囲い船舶の再係留防止対策を
実施しました。なお、４月以降、本格
的な再係留防止策を講じます。
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平 面 図（H22.3.29）

２隻重なって
います。

長
良
川

自主撤去

簡易代執行で撤去

船舶５３隻、船台３台、桟橋１基

船舶３２隻、船台１台

凡 例

９月の調査では８５隻の船舶が確認されました。


